
労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
長時間労働を抑制し､労働者の健康確保や､仕事と生活の調和を図ることを目的とする｢労働基準

法の一部を改正する法律｣ (平成20牛革律第89号)が､平成20年12月12日に公布され､平成22年4月

1日から施行されます｡

Ⅰ.時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(中小企業については当分の間連用が猶予されます)

1. 1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合-50%以上

1か月60時間を超える時間外労働については､法定割増賃金率が､現行の25%から50%に引

き上げられます0

割増賃金率の引上げは､時間外労働が対象です｡休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割

増賃金率は､変更ありません｡

2.割増貸金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます｡

事業場で労使協定を締結すれば､ 1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し

て､改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代え

て､有給の休暇を付与することができます｡労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも､現

行の25%の割増賃金の支払は必要です｡

Ⅱ.割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます(企業規模にかかわらず適用されます)

限度時間(1か月45時間)を超える時問外労働を行う場合-25%を超える率

｢時間外労働の限度基準｣ (平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により､ 1か月に45

時間を超えて時間外労働を行う場合には､あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締

結する必要がありますが､新たに､

①特別条項付きの時間外労働協定では､月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定め

ること

②①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

⑨月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

が必要となります｡

El.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(企業規模にかかわらず適用されます)

現行では､年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが､事業場で労使協定を締結

すれば､ 1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります｡

年次有給休暇をEl単位で取得するか､時間単位で取得するかは､労働者が自由に選択すること

ができます｡

※詳しくは､厚生労働省ホームページをご覧になるか､茨城労働局労働基準部監督課℡029-224-6214

または､お近くの労働基準監督署にお問い合わせください｡

墨子;′ハ■不p慧発竜野′ピ■=プ■チをチャンス(こ活かせ…､!.‥一.... 

漂慧憲野営力.社鼻力太腹豪.<-IH■■謬鴻-i 

蓋器藍塾*-*罠;整除霊孟荒㌫…室琴買芸-,雲 ".､vw,/,JiヱV=2,nエ=t,mu:va.,,ゝnTA奴も,脱比iit～_t.以_Hs,5,2£汲,7inz,倣乙,i"^}ユニ?<Ⅳ=亡ゝ.=おごエ;し.:鮮 

3Zif#SuW7t?,i,5,5弧MA撃NT薫ERmgOR整F2喜-;De3,065FFs437運m2藁C;mIS土器2F 
お気軽にお問い合わせ下さいcE"'ERE-mailinfo@isommc.com 

10


